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令和８年度石川県災害派遣福祉チーム員登録研修の開催について 

 

本県福祉行政の推進につきまして、平素より格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 近年、災害が多発する中、県では被災者の生活改善、相談対応、福祉避難所への誘

導など、福祉サービス面での支援を行うため、福祉専門職で構成する「災害派遣福祉

チーム(ＤＷＡＴ)」を設置し、被災地へ派遣する体制の強化を進めています。 

令和６年能登半島地震においても、県内のチーム員６１名が、避難所にて要配慮者に

対して福祉的な支援を行ったところです。 

今般、派遣体制のさらなる充実を図るため、「石川県災害派遣福祉チーム」のチーム

員として支援活動にご協力いただける方を募集し、災害派遣に関する基礎的知識を学ぶ

ことを目的として、下記のとおり標記研修を開催しますのでご案内いたします。 

チーム員登録及び研修の参加について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１ 日  時  令和 8年 7月 28日(火) 10：30～16：00予定 

２ 会  場  いしかわ総合スポーツセンター 2階 会議室 

３ 内  容  別紙開催要項のとおり 

４ 申込期限  令和 8年 7月 6日（月） 

５ そ の 他 

（１）標記研修を修了した方をチーム員として個人単位で登録します。 

（２）職員をチーム員として派遣することにご協力いただいた事業所名を、石川県の

ホームページに公表いたします。 

（３）災害派遣福祉チームへの職員登録は、社会福祉法 24 条第 2 項「地域における

公益的な取組」（社会福祉法人の責務）にも該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

・研修について 

 石川県社会福祉協議会 施設振興課    

TEL:076-224-1211  FAX:076-208-5760 

・その他チームに関する事項について  

 石川県健康福祉部厚生政策課       

TEL：076-225-1478  FAX：076-225-1409   

Email：kousei@pref.ishikawa.lg.jp 



（参考）令和６年能登半島地震での石川県災害派遣福祉チームの活動 

 

 ●活動期間：１／８～６／２９（２～４日間を１クールとして派遣） 

  

●活動場所：１．５次避難所（いしかわ総合スポーツセンター）※１ 

       七尾市内避難所※２ 

※１ ホテル・旅館等の二次避難所や介護施設等へ避難するまでの一時的な避難

場所として県が設置した避難所 

※２ 石川県から全国へ災害派遣福祉チームの派遣要請を行っており、七尾市以

外の被災地避難所は他都道府県の災害派遣福祉チームが対応 

 

 ●活動人数：６１名（（参考）R6.4.1チーム員登録者１９１名） 

 

●主な活動内容： 

・要配慮者のアセスメント、支援へのつなぎ 

  ・福祉専門相談ブースの設置による相談支援 

  ・避難所内の環境改善  

  

●派遣までの流れ： 

   DWAT事務局から DWAT隊員所属法人・施設に隊員の出動可否をメールで確認 

   →出動可否の連絡をもとに事務局でシフト案作成 

    →出動可否について隊員に電話で最終確認 

     →シフト確定後、事務局から所属法人・施設に派遣依頼通知発出 

       ※勤務日扱いで所属法人・施設の身分で派遣 

 

●派遣に要した費用： 

  ・派遣終了後、人件費及び旅費を所属法人・施設から県に請求 

    日 当…派遣されたチーム員の月額基本給×１／２０ 

        ※地方公共団体、国立病院機構、その他国の機関に勤務する者は対象外 

時間外勤務手当…派遣元団体（法人・自治体）の定める規定による 

旅 費…派遣元団体（法人・自治体）の定める規定による 

  

 

 


